
万が一自動車事故発生した場合の対処方法 

 

1. ケガ人の救護 

2. 事故車の移動 

3. 警察への届出 

4. 相手を確認する 

5. 事故状況と目撃者の確認をする 

6. その場で示談しない 

7. 保険加入している代理店または保険会社へ連絡 

8. 事故車を修理工場へ 

 

1. ケガ人の救護 

 

(1) 負傷者の救護が最優先となります。 

救急車を呼び、救急車が到着するまで止血など可能な限り応急手当をします。また、意識

がない場合はむやみに動かさないでください。 

•外出血がひどいかどうか  

•意識があるかどうか  

•呼吸をしているかどうか  

•脈があるかどうか  

•その上で、どこかケガをしていないかどうか調べ、同時に負傷者の衣服やベルトをゆるめ

る  

•可能な限り応急手当をする  

 

(2) 軽いケガでも必ず病院で、早めに医師の診断を受けることが大切です。 

交通事故の痛みは、事故時には全く痛みを感じなかった人が数日後には動けなくなるケー

スも希ではありません。軽傷だと思っても出来るだけ早く医師の診察を受ける事が必要で

す。 

 

2. 事故車の移動 

 

事故車をそのままにしておくと、交通渋滞や二重事故の原因になります。交通の妨げとな

らない安全な場所に事故車を移動しましょう。 

また、移動の際には現場の状況を確認しておきましょう。 

 

3. 警察への届出 



 

電話でもかまいません。後で「交通事故証明書」を取付けるために、たとえ小さな事故で

も必ず警察に事故届をしてください。 

 

加害運転者は道路交通法によって警察へ事故の報告義務がありますが、被害者も届出を忘

れないことです。特に人身事故の場合は「人身扱い」の届出をすることが大切です。 

 警察官の立会いで現場の状況が確認され、警察の〈実況見分調書〉として記録に残ります。 

 警察には、あいまいなことは言わず、また主張すべき所ははっきり主張しましょう。道路

外の事故の場合は施設管理者などの確認を取っておきましょう。 

 

◆ 警察への届け出の留意点 

•小さな事故でも必ず警察に事故届出をする。  

•人身事故の場合は「人身扱い」の届出をする事が大切です。  

•物損か人身かで運転者の行政処分や賠償責任も変わります。  

•当初痛みがないからと言って警察への届出は安易に「物損扱い」にはしない。  

•当初どこも痛くなかったのに、その後症状が悪化したというような場合なら、医師の診断

書等を提出して物損扱いを人身事故へ切り替える事が出来ます。  

 

※ ひき逃げなどの場合は？  

ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けた人に対しては、政府が保障事

業により被害者の救済をはかっています。保障事業への請求は、国（国土交通省）から法

律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。 

  

4. 相手を確認する 

 

加害事故、被害事故にかかわらず、次のことを確認し、必ずメモしておきましょう。 

 

1. 運転免許証等により相手の住所・氏名・連絡先 

2. 相手車両の登録番号（ナンバープレートの番号）  

3. 相手の勤務先と雇主（個人または会社とその責任者）の住所・氏名・連絡先（運転者だ

けでなく雇主も賠償責任を負うことがあるから） 

4. 相手の自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・契約者名（わかれば証券番号も）  

5. 事故状況と目撃者の確認をする 

 

(1) 事故状況の記録 

 



事故の状況は、賠償額を決定するうえで重要なキメ手になります。できるなら事故のすぐ

あと記憶の薄れないうちに自分でも現場の見取図や事故の経過などを記録したり、お互い

の速度、停車位置、信号の状況等をメモする、また写真を撮っておくことも大切です。 

  

被害の状態にもよりますが、賠償交渉は日数がかかりますので、お互いの言い分が食い違

ってしまい決着がつかなくなる場合もあります。また、場所によっては現場の様子が変わ

ってしてしまうこともあるため、こうしたことが必要になるのです。 

 

(2) 事故の証人を確保する 

 

もし、通行人や事故現場の近所の人など、事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメ

モし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおく

ことも必要です。 

 

6. その場で示談しない 

 

対人事故、対物事故いずれの場合も事故現場では絶対に示談にしないことです。あわてて

示談すると、法外な賠償金をとられることがあります。また、保険会社に相談せず、その

場で安易に示談すると、妥当な賠償額を超えた部分には保険金が支払われないので注意し

てください。 

また、自分で示談を行う場合は、必ず事前に保険会社の承諾を得てください。 

 

【示談屋にご注意ください】 

  

交通事故を悪用する示談屋が横行し、被害者が本来受け取るべき保険金（損害賠償金）を

持ち逃げされたり、高額な金銭を手数料として不当に請求されたりすることがあります。

正当な資格を持たない者が示談交渉に介入し報酬を得ると、法律（弁護士法第 72 条）に触

れ、処罰されます。  

  

 

損害保険会社による示談交渉サービスつきの自動車保険の場合、加害者に代って損害保険

会社が示談交渉を行ないますが、次のような場合は、示談交渉は行なわないことがありま

すのでご注意ください。 

 

•損害賠償額が、任意保険の保険金限度額と自賠責保険によって支払われる額を超えること

が明らかな場合。  



•損害賠償請求権者が、保険会社と直接折衝に同意しない場合。  

•被保険自動車に、自賠責契約が締結されていない場合。  

•被保険者が、正統な理由もなく保険会社の求める協力を拒否した場合。  

  

【示談の効力】 

  

示談は法律的に「和解契約」となるので、いったん示談が成立すると、基本的に賠償金の

追加請求や減額などはできません。ただし、示談成立後に後遺障害や示談時に予測不可能

な損害が発生した場合は、示談のやり直しが認められることもあります。 

  

7. 保険加入している代理店または保険会社へ連絡 

 

(1) 小さな事故でも必ず連絡 

 

事故現場での処置が一通り終わったら、事故の大小に関わらず、事故の内容を「ただちに」

代理店または保険会社に連絡してください。 

保険会社では、保険契約者の事故連絡に従い、保険契約者に代って修理工場や警察、事故

現場などで必要な調査をします。 

修理工場での立会調査は、原則として事故連絡があった日か、翌日になりますが、事故車

の修理を急ぐ必要のある場合は、代理店または保険会社と事前に打ち合わせてください。

また、修理工場への搬入が遅れる場合は、搬入予定日をあらかじめ代理店または保険会社

へ連絡してください。  

 

 

【代理店または保険会社への主な連絡事項】 

  

•事故の状況  

•被害者の住所および氏名  

•目撃者のある場合は、その住所および氏名  

•損害賠償の請求を受けた場合は、その内容  

•事故車を修理工場へ修理に出す場合は、修理工場名・連絡先  

  

(2) 代理店と協力しあう 

 

損害保険代理店は多く事故処理を経験していますし、アドバイスできるノウハウも持って

います。また保険会社と交渉のパイプ役にもなってくれます。一人で不安になるよりまず



ご自身が加入している保険代理店に相談し、協力しあって事故をスムーズに解決するよう

に心がけましょう。 

  

損害保険会社による示談交渉サービスつきの自動車保険の場合、加害者に代って損害保険

会社が示談交渉を行ないますが、次のような場合は、示談交渉は行なわないことがありま

すのでご注意ください。 

  

(3) 人身事故は 60 日以内に 

 

人身事故については、事故発生後 60 日以内に事故報告がないと、保険金が支払われない場

合がありますから特に注意が必要です。 

以上の手続きを行なわないと保険金が支払われない場合がありますのでご注意ください。  

自分の加入している保険で支払われる損害の内容を把握しておきましょう。車を運転する

場合は、自賠責保険証明書、任意保険にも加入している場合は、事故の場合の連絡先や保

険証券番号等の控えも携帯しておく習慣を身につけておきましょう。  

 

8. 事故車を修理工場へ 

 

事故車を最寄の修理工場へ運びます。損害が大きく、走行できないときはレッカーを頼み

ます。また、搬入が遅れる場合は、搬入予定日を修理工場へ連絡しておきましょう。 

 

 

修理に着手する前に必ず保険会社の承認を得てください。承認する前に修理に着手された

場合、または部品（バンパー等）の損傷等で補修可能な場合に部品交換による修理をされ

た場合には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。 

  

                     （出典 日本損害保険代理業協会ｈｐより） 


